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2005年度 西東京市学童クラブ連絡協議会 

2005年5月21日 於 田無総合福祉センター 
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2004年度 活動報告（案） 
西東京市の合併から４年余。西東京市学童クラブ連絡協議会も合併後４年目の2004年度は、活動が少しずつ定
着してきたように感じられました。一方、市の施策は見直しの名の下に様々な改変の計画が打ち出されました。

学童クラブに通う子どもの健全な育成、毎日楽しく気持ち良く育ち合える学童クラブを目指しているのか、保護

者として目を光らせ声を上げていくことの大切さを感じた１年でした。 

 
１．学童保育施策充実へ向けての活動 
１）定員超過している学童クラブについて、新設・増設による適正規模の実現 
・けやき第二学童クラブ：暫定措置ではあるが存続。 

・向台学童クラブ仮分室改め向台第二学童クラブ：向台小学校内の仮設備から向台学童クラブと同じ建物の 

 中へ移転。 

・東学童クラブ：増築及び改修を実施。 

・本町第二学童クラブ：本町小学校校内で学童クラブに隣接しているスペースを借用し拡張。 

 

 他にも、室内やろうかの備品の配置替えを行いスペースを拡張するなどの対応策が実施されました。 

 しかし、定員を大きく超過している学童クラブでは、様々な対応を行ってもなお適切な育成環境の確保に 

 は至っていません。 

  

２）しょうがい児の全員希望学童クラブへの入所の実現 
 「西東京市立学童クラブ障害児指導実施要綱」による１学童クラブあたり３名までという入所枠は依然と 

  して撤廃されていませんが、柔軟な対応ということで実際には４名以上のしょうがい児が通っている学童 

  クラブがある状況です。しかし、希望者の多い学童クラブについては一律３名としないこと、希望する学 

  童クラブへ入所できる措置、及びしょうがい児の新たな受け入れ先の設立については、依然課題として 

  残っています。 

 

３）指導員の雇用更新期限（１年契約で５回）の撤廃 
 学童クラブ指導員は、依然として市の他の嘱託職員同様に１年契約で、更新は５回まで、その後はまた改め 

 て新規採用試験を受けるものとされています。このように不安定で育成実績が認められない雇用形態は、児 

 童の育成という人間性の問われる職業には相応しくないのではないでしょうか。今年度も機会のあるごとに 

 訴えかけましたが、未だ改善される見通しはたちませんでした。 

 

 

２．通常活動 
１）定例委員会 
 ６月から３月にかけて、８月を除く毎月の第３土曜日に定例委員会を開催しました。各学童クラブ員の参加に 

 あたっての利便性を考慮し、田無地区と保谷地区で可能な限り交互に開催しました。各学童クラブの活動状況 

 や問題点、連協の活動などについて話し合いました。今年度は欠席が比較的少なく、連協の活動が各学童クラ 

 ブの中で定着してきたことが感じられました。 

 

２）事務局会 
 連協の運営や行事の企画立案・運営などを行いました。 

 

３）連協ニュースの発行 
 定例委員会の開催に合わせて月１回発行し、定例委員会での配布物と共に各学童クラブの保護者の皆さんに 

 配布しました。読みやすくするため、字を少し大きめにしてみました。写真をきれいに印刷することができず、 

 わかりやすい紙面という点では課題が残りました。 

 

４）会長会の実施 
 ８月末に会長会を開催しました。市への要望について、父母会の運営についてなど、活発な意見交換が行われ 

 ました。 

 

３．行事 
１）学童子どもまつり 
 去る１１月３日、本町小学校において、第４回こどもまつりを無事開催することができました。 

 今年は天候の心配も全く無く、模擬店は、各学童の飲食＆ゲーム、指導員の先生、事務局ＯＢの方々、消防署 

 ブースと、多彩かつ充実したもので、年々工夫を凝らした内容には目を見張るばかりでした。 
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 各模擬店は完売続出、子供たちの嬉しそうな顔、先に中越地震が起きたこともあり、消防署ブースの起震車に 

 は長蛇の列が並びました。 

 また指導員の先生方には、後半もレクリエーション指導をいただき、子供達も随時喜んで参加していました。 

 運営面では、それぞれの担当が円滑に役割をこなし、学童連協組織の結束の強さを再認識した次第です。模擬 

 店参加がなかったにも関わらず、快く係を引き受けて下さった学童の方々もありがとうございました。 

 ～学童子どもまつり実行委員長 けやき学童 皆川さん 連協ニュース１０月号より抜粋～ 

  

 出店：けやき、下保谷、住吉、北芝久保、田無、本町、保谷第一、芝久保、谷戸、本町第二、泉、田無柳沢、  

    けやき第二、向台及び分室、みどり、東、ＯＢ、指導員、消防署 

 協力：東伏見及び第二、ひばりが丘、ひばりが丘北、中町、保谷柳沢第二、新町、保谷柳沢 

 

２）学童めぐり 
 ７月３日晴天で暑い中、本町第二～泉～東～下保谷～保谷第一～ひばりが丘北の６学童クラブをめぐりまし 

 た。この４年間で、西東京市内の学童クラブ全てを訪問することができました。 

 学童クラブの施設設備に施設間でかなり差があること、指導員の工夫が随所に見られるが工夫には限界があ 

 り抜本的な改善が必要なことを改めて実感しました。 

～学童めぐり担当 住吉学童 溝端 連協ニュース７月号より抜粋～ 

 

３）学童わいわいフォーラム 
 平成17年２月６日（日）午後２時から田無イングビルにて「明日の学童クラブを考える」と題して、学童ク 
 ラブの民間委託と全児童を対象とした放課後対策について考えるフォーラムを開催しました。 

 民間委託で学童クラブを運営するには、委託する行政側がしっかりした考えを持って準備をすること、父母会 

 が準備段階から参加することが大切な一方、ＮＰＯが運営するには経営に相当の覚悟が必要なことがわかり、 

 大変有意義なフォーラムとなりました。関係者および参加者に厚く感謝します。 

～学童わいわいフォーラム実行委員長 保谷柳沢学童 森 連協ニュース２月号より抜粋～ 

 

４）子ども文化フェスティバル 
 去る１月３０日（日）、西東京市民会館にて第４回子ども・文化フェスティバルが開催されました。 

 学童連協では、今回は日曜日開催ということでいつものお茶コーナーだけでなく「手作りブーメラン」「１１ 

 円電池」を作るコーナーを設けました。ブーメランは良く飛んでうまく手元に戻ってくるので、子どもは喜ん 

 で飛ばしていました。 

 １１円電池は、１０円玉と１円玉を交互に重ねて作る電池で、発光ダイオードが光ってきれいでした。 

 来年度に向けて、課題もいろいろありますが、楽しいフェスティバルを続けていけると良いと思っています。 

～子ども文化フェスティバル担当 住吉学童 溝端 連協ニュース３月号より抜粋～ 

 

４．三多摩連協、全国連協及び関係団体との連携 
１）三多摩連協、全国連協 
 三多摩連協、全国連協に西東京市連協から参加し役員を務めている古谷さん、吉岡さん、菊池さんを通じて、 

 様々な情報を得ることができました。 

 

２）各種会議、集会・学習会への参加 
 西東京市連協として三多摩連協の総会及び運営委員会に参加し、意見交換や情報収集を行いました。 

 全国研究集会及び三多摩研究集会へ西東京市連協から参加しました。参加された西東京市連協会員へはカン 

 パ金の中から参加費を補助します。 

 

３）「日本の学童ほいく」誌の普及、拡大 
 今年度から会計処理の簡素化を図り、今まで郵便振替での送金だった地区でも年度初めの一括集金方式に変 

 更しました。集金を迅速・確実に行うことができました。 

 毎月のテーマが興味深く、思わず引き込まれて読んでしまう面白さでした。また、他道府県の学童クラブの様 

 子がわかり、西東京市での学童クラブの恵まれている点や問題点について考えるきっかけになりました。購読 

 の一層の普及が望まれます。 

 

４）関係団体との連携 
 保育園連協とは現在、共同での活動等は特に行っていない状況です。今後の検討課題です。 

 子ども劇場西東京のスケート教室の開催にあたり、例年と同様に協賛という形で協力しました。 
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2004年度 西東京市学童クラブ連絡協議会活動の流れ 
  活    動 備   考 

2004年     

5月15日 定期総会（田無総合福祉ｾﾝﾀｰ）   

19日 田無総合福祉センターロッカー利用者懇談会   

21日 児童課訪問（役員挨拶） ＊事務局会不定期開催 

29日 事務局会 役割決め、学童めぐりについて 

6月12日 学童めぐりツアー実踏   

13日 全国指導員学校東日本会場（埼玉県立大学） ＊連協ニュース印刷 定例委員会開催日の 

19日 第１回 定例委員会（保谷障害者福祉ｾﾝﾀｰ）     10：00より印刷（住吉公民館） 

27日 三多摩連協定期総会（小金井市上の原会館） ＊毎月の三多摩連協運営委員会に1，2名出席 

7月2日 住吉公民館ﾛｯｶｰ利用者懇談会   

3日 学童めぐりツアー  6学童ｸﾗﾌﾞ視察   

    〃 事務局会 あり方検討委員会委員公募について 

4日 「学童こどもまつり」児童課へ本町小で打診   

10日 「学童こどもまつり」第1回実行委員会（田無福祉センター）   

17日 第2回 定例委員会（田無総合福祉ｾﾝﾀｰ） 各父母会の市への要望書配布 

31日 「学童こどもまつり」第2回実行委員会   

8月25日 本町小視察   

28日 会長会（田無庁舎202・203会議室） 各父母会の要望書回収 

9月4日 「学童こどもまつり」第3回実行委員会（保谷福祉センター） 本町小に決定 

18日 第3回 定例委員会（田無総合福祉ｾﾝﾀｰ）   

    〃 事務局会 市への要望書について 

21日 本町小訪問・消防署訪問打合せ   

28日 「学童こどもまつり」本部会（田無福祉センター）   

10月2日 「学童こどもまつり」第4回実行委員会（田無福祉センター）   

16日 第4回 定例委員会（保谷障害者福祉ｾﾝﾀｰ）   

18日 児童課へ要望書提出   

23日 「学童こどもまつり」第5回実行委員会（田無福祉センター）   

    〃 全国連協研究集会（大阪府） 23～24日開催、交通費補助 

11月3日 第3回 学童こどもまつり（本町小学校） 晴天、大盛況・新潟県中越地震の募金呼びかけ 

    〃 事務局会 対市懇談会、フォーラム、文化フェス、研究会について 

17日 対市懇談会（イングビル第3・4会議室）   

20日 第5回 定例委員会（田無総合福祉ｾﾝﾀｰ） 中越地震義援金を小千谷市の学童クラブに送金 

    〃 「学童こどもまつり」第6回実行委員会 （田無総合福祉ｾﾝﾀｰ）反省会 

26日 第1回学童クラブ運営研究会（保谷公民館）   

12月1日 H17年度入所申請受付（12/16まで）   

18日 第6回 定例委員会（田無総合福祉ｾﾝﾀｰ） 子ども劇場「スケート」後援 

20日 市長選挙立候補予定者（3名）へ公開質問状送付   

2005年     

1月6日 児童課訪問 市長選挙立候補予定者より質問状の回答書届く 

7日 事務局会・第2回学童クラブ運営研究会（保谷公民館） 学童わいわいフォーラムについて 

15日 第7回 定例委員会（保谷障害者福祉ｾﾝﾀｰ） 子ども劇場「スケート」後援 

30日 西東京市子ども文化フェスティバル（市民会館） 工作・実験・学童クラブ紹介・フォーラム広報 

2月3日 FM西東京生出演 フォーラム広報・学童クラブ紹介 

6日 第4回 学童わいわいフォーラム（イングビル） 学童クラブ運営についてパネルディスカッション 

19日 第8回 定例委員会（田無総合福祉ｾﾝﾀｰ） 各父母会活動報告記入用紙配布 

27日 三多摩連協研究集会（多摩市・多摩大学） 参加費援助 

3月1日 児童課訪問 H17年度入所申請状況（2/28現在） 

9日 田無総合福祉センター市民活動室ロッカー利用者懇談会   

11日 第3回学童クラブ運営研究会（田無総合福祉センター）   

19日 第9回 定例委員会（田無総合福祉センター） 活動方針（案）、会則改定（案）協議、活動報告回収 

26日 事務局会 総会資料について 

4月15日 児童課訪問 H17年度入所児童数（4/1現在） 

16日 第4回学童クラブ運営研究会（田無庁舎203会議室）   

5月7日 総会資料配布（田無庁舎203会議室）・事務局会 総会準備について 
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◆◇◆各父母会からの活動報告◆◇◆ 
田無学童クラブ 

谷戸学童クラブ 

芝久保学童クラブ 

 
 父母会総会 4月18日 予算・活動報告・役割分担   

 
 父母会 5月12日 保護者会終了後。各実行委員長決めました。  

 
 親睦会 5月16日 雨天もため、すいとん・手作りおもちゃ等  

    場所：田無町地区会館（前年できなかったレクとして企画） 

 
 日帰りレク 10月23日 昭和記念公園。現地でバーベキュー、遊びなど。 

 
 こどもまつり 11月3日 準備担当、設営    

   焼きそば・フランクフルト・チョコバナナを出店 

 
 お楽しみ会 1月16日 （共催行事）お餅つきと正月遊び。田無児童館  

 
 送別会 3月13日 （共催行事）卒所児カレー作りと卒所セレモニー。田無児童館 

        

 田無学童クラブは田無児童館併設のクラブです。    
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北芝久保学童クラブ 

田無柳沢学童クラブ 

向台学童クラブ 

新入生歓迎会：5月２２日（土） 

小金井公園で指導員の先生も参加してのマスゲームや綱引きなどで大人も子どもも楽しく顔合わせした後、カ

レーやフランクフルトの昼食会でみんなおなかいっぱいに。 

サマーキャンプ：7月１８日（日）～１９日（月・振替休日） 

多摩川の川井キャンプ場へ1泊二日で出かけました。昼間の川遊び、夕食後のキャンプファイヤー、花火、夜

の父母懇親会など、子どもも大人も楽しい時間が過ごせ、良い思い出ができました。 

こどもまつり：11月3日（水・祝） 

向台学童クラブ名物のジャンボ・コリントゲームにソースせんべい、手作り小物のお店を出しました。ジャン

ボ・コリントはきれいに塗りなおしピカピカ。今年も子どもたちに大人気でした。 

冬のお楽しみ会：12月11日（土）、18日（土） 

学童クラブの中も外も全部使っての忍者修行。親子そろって楽しみました。施設全部を使うことから分室と第

1で別々の日程で行いました。いっぱい遊んだあとは、お餅をついてみんなで食べました。 

年末のお楽しみ会：３月26日（土） 

学年末最後、締めのイベントです。借り物競争や風船に貼ったテープ剥がし競争など、楽しく遊んだあとは大

好きなクレープやフルーツポンチで会食。最後は、お世話になった指導員の先生方へのプレゼントと3月で学童を

修了する4年生の子どもたちへの修了証書の授与で締めくくりました。 
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けやき学童クラブ 

みどり学童クラブ 

東伏見第一学童クラブ 
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本町第二学童クラブ 

ひばりが丘学童クラブ 

泉学童クラブ 
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下保谷学童クラブ 

保谷第一学童クラブ 

東学童クラブ 
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保谷柳沢学童クラブ 

新町学童クラブ 

保谷柳沢第二学童クラブ 
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中町学童クラブ 

本町学童クラブ 

ひばりが丘北学童クラブ 
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けやき第二学童クラブ 

住吉学童クラブ 

東伏見第二学童クラブ 
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2005年度 予算 （案） 
■収入    

項   目 予算額 備       考 

前年度繰越金 32,595     

会費収入 308,500 23,500円＋200円×1,400名、個人1,000円×5名 

学童保育誌還元金 20,000   

その他 0 金利、など 

  計 361,095     

    

■支出    

項   目 予算額 備       考 

三多摩連協分担金 34,000 10,000円+1,000円×24学童ｸﾗﾌﾞ 

    ①学童めぐり  3,000円 

行事費 125,000 ②学童こどもまつり 70,000円 

    ③子どもフェスティバル  2,000円 

    ④学童わいわいフォーラム 50,000円 

懇談会費 2,000 市長懇談会記録費、他 

印刷費 45,000 連協ﾆｭｰｽ・資料印刷、用紙代、など 

総会資料印刷費 80,000 2006年度総会資料 

事務通信費 5,000 通信費、郵送費、など 

研究会費 50,000 運営研究会、全国集会向資料、三多摩研究集会準備金含む 

予備費 20,095   

  計 361,095     

    

■各学童クラブ分担金、個人会員費の徴収について 

2005年度会費を徴収させていただきます。 

□徴収額： 各学童クラブ1,000円（新町500円）＋児童数×200円、個人賛助会員 1,000円 

           児童数は、定期総会時点（5月）の人数でお願いいたします。 

□徴収日： 6月定例会（期日厳守でお願いいたします。） 

□方  法： 別途配布の集金票・領収書を記入の上、封筒にて会計までご提出ください。 

           個人賛助会員の方は、直接会計担当までご提出ください。 

    

■カンパのお願い    

「学童保育の充実」に向けて、指導員学校、全国研究集会、三多摩研究集会など、様々な活動が行

われています。  

その活動に参加することは、私たちの学童保育、連絡協議会、父母会活動のカンフル剤として、ま

た、貴重な情報収集の場としてとても有意義なものです。三摩連協役員の全国連協派遣費用、及び

クラブ委員、指導員の参加費用を補助し、たくさんの仲間を送り出しましょう。 

皆様のご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。 

◇ 一口 200円（何口でも大歓迎） 

◇ 随時受け付けております。各父母会クラブ委員、及び、連協会計にお渡しください。 
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西東京市学童クラブ連絡協議会 会則（改定案） 
第1章 総則 
第1条（名称） 
この会は、「西東京市学童クラブ連絡協議会」と称し、事務所を西東京市内に置きます。 

第2条（目的） 
この会は、西東京市内の学童クラブの父母と指導員および関係者等と連絡をとりあい、情報を共有し、学童クラ

ブの発展を積極的に図り、保育内容の向上、施設の充実、学童保育行政の充実を目指して活動することを目的と

します。 

第3条（事業） 
この会は、目的を達成するために次の事業を行います。 

（1） 官公庁や議会に対する交渉・陳情・請願 
（2） ニュース・資料などの発行 
（3） 交流会、学習会、講演会等の開催 
（4） その他、本会の目的に必要な事業 
第2章 会員 
第4条（会員） 
この会の会員は、次の2種とします。 
（1） 西東京市内の学童クラブの父母会。 
（2） この会の目的に賛同し、総会ないし定例委員会で承認された個人賛助会員。 
第5条（会費） 
会費の額は一年度につき以下の通りとします。 

（1） 父母会分担会費1000円に加え、一児童につき200円 
（2） 個人賛助会員1000円 
第3章 役員・委員および機関 
第6条（役員） 
この会は、次の役員を置き、定数を以下のとおりとします。 

（1） 会長  1名 
（2） 副会長  2名 
（3） 会計  2名 
（4） 会計監査  2名 
2.会長および副会長、会計ならびに会計監査は、総会の議決により、それぞれ各父母会会員を構成する保護者より
より選任します。 

3.会長は、会を代表し、会の運営業務を統括します。 
4.副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は職務を代行します。 
5.会計は、会の会計を掌握し処理し、収支の状況を定例委員会に報告します。 
6.会計監査は、会計を監査し総会に報告します。 
7.役員および委員の任期は、1年とし再任は妨げません。 
第7条（委員） 
この会は、次の委員を置き、定数を以下のとおりとします。 

（1） クラブ委員 各学童クラブ父母会1名以上 
2.クラブ委員は各学童クラブ父母会より選出され、各学童クラブの活動報告や、会の運営業務にあたります。 
第8条（機関） 
この会は次の機関をおきます。 

（1） 総会 
（2） 定例委員会 
（3） 事務局 
2.会長は、必要に応じて実行委員会を置くことができます。 
第9条（総会） 
総会は、各学童クラブ父母会より選出された代議員によって構成され、この会の最高議決機関とし、年1回以上開
催します。 

2.総会は、会長が召集します。 
3.総会は、代議員の委任状を含む、3分の2以上の出席を以って成立します。 
4.総会の議長は、出席した代議員のうちから選出します。 
5.代議員は、各学童クラブ父母会より、児童数15名につき1名選出します。 
 15名以内 1名 
 16～30名 2名 
 31～45名 3名 
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 46～60名 4名 
 61～75名 5名 
 76～90名6名 
 91～105名7名 
6.総会は、次の事項を審議し、議決します。 
（1） 活動計画および収支予算 
（2） 活動報告および決算 
（3） 役員の選任 
（4） 会則の変更 
（5） その他必要な事項 
7.総会の審議事項は、出席代議員の過半数の賛成を以って議決し、可否同数の場合は議長によって決します。 
第10条（定例委員会） 
定例委員会は、この会の総会に次ぐ議決機関とし、役員、クラブ委員、事務局長、事務局員によって構成され、原

則として月1回以上開催します。 
2.定例委員会は、会長が召集します。 
3.定例委員会は、クラブ委員の過半数の出席を以って成立します。ただし、一つの学童クラブから複数名出席して
いても一名と数えます。 

4.定例委員会の議長は、会長または事務局長が行います。 
5.定例委員会は、次の事項を審議し、議決します。 
（1） 総会審議事項 
（2） 会の運営に関わる事項 
（3） 学習会、講演会等の行事 
6.定例委員会は、次の報告を受けます。 
（1） 各学童クラブの活動報告 
（2） 収支状況 
7.定例委員会の審議事項は、出席するクラブ委員の過半数の賛成を以って議決し、可否同数の場合は議長によって
決します。ただし、一つの学童クラブから複数名出席していても一票と数えます。 

第11条（事務局） 
この会は、会の運営を円滑にするため、事務局を置きます。事務局は以下によって構成されます。 

（1） 事務局長 1名 
（2） 事務局員 若干名 
2.事務局長および事務局員は、総会の議決により、会員より選出します。 
3.事務局長および事務局員は、会の業務を処理します。 
4.事務局会は、事務局長、事務局員で構成し、必要に応じて会長が召集します。会長、副会長、会計は事務局会に
出席します。 

5.事務局の業務は以下の通りです。  
（1） 定例委員会の審議事項の立案 
（2） 定例委員会で議決された事項の実施 
（3） 協議会ニュースの発行 
（4） その他協議会の事務に関する業務 
6.事務局長および事務局員の任期は1年とし、再任は妨げません。 
第4章 資金および会計 
第12条（資金） 
この会の活動は、会費、寄付、事業収入、その他をもってこれに充てます。 

第13条（会計） 
この会の会計年度は、総会から総会までとします。 

第5章 その他 
第14条（会則の変更） 
この会の会則の変更は、総会の承認を必要とします。 

第15条（施行期日） 
この会則は2001年（平成13年）5月19日より施行します。 
この会則は2002年（平成14年）5月18日より施行します 
この会則は2004年（平成16年）5月15日より施行します。 
この会則は2004年（平成17年）5月21日より施行します。 
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発行元：西東京市学童クラブ連絡協議会    

発行日：2005年5月21日 
役員・事務局員 

会 長 ：中曽根 聡 
副会長 ：森 哲夫、伊藤由加里 

会 計 ：浅沼裕美、織茂ゆかり  
会計監査：高木孝枝  
事務局長：溝端康子 
事務局員：坂口和隆、田中 誠、河野美雪、佐藤麻子、古谷健太、加々見辰也、宮下亜矢 

     土屋裕紀子、井口直樹、熊田喜美、山崎佳江、松本 毅、菊池宇光 （順不同） 
一年間ありがとうございました。（事務局一同） 

      

学童クラブ一覧 
施 設 名 所 在 地 電 話 番 号 定 員 入所数 超過率

田無学童クラブ 田無町4-14-2 0424-67-4700 50 95 190%

谷戸学童クラブ 谷戸町1-22-10 0424-21-1661 50 72 144%

芝久保学童クラブ 芝久保町1-16-18 0424-65-1651 50 62 124%

北芝久保学童クラブ 芝久保町3-15-10 0424-65-9991 50 48

けやき第二学童クラブ 西原町4-5-96 0424-64-3834 50 66 132%

田無柳沢学童クラブ 向台町1-7-25 0424-64-3845 50 52 104%

向台学童クラブ 向台町3-1-45 0424-63-0123 50 42

向台第二学童クラブ 向台町3-1-45 0424-64-2600 50 49

けやき学童クラブ 芝久保5-7-1 0424-64-3812 80 95 119%

みどり学童クラブ 緑町3-8-3 0424-63-3966 50 38

ひばりが丘学童クラブ ひばりが丘3-1-25 0424-65-9480 40 81 203%

泉学童クラブ 泉町3-6-8 0424-23-6623 50 42

下保谷学童クラブ 下保谷4-3-18 0424-22-8680 40 43 108%

東学童クラブ 東町6-2-33 0424-21-2115 50 58 116%

保谷第一学童クラブ 下保谷1-4-4 0424-22-5651 35 44 126%

新町学童クラブ 新町5-2-7 0422-55-1880 30 21

保谷柳沢第二学童クラブ 柳沢4-2-11 0424-68-1066 40 46 115%

中町学童クラブ 中町4-4-1 0424-22-8766 55 76 138%

本町学童クラブ 保谷町1-3-35 0424-63-3146 40 65 163%

本町第二学童クラブ 保谷町1-14-23 0424-64-9045 50 63 126%

ひばりが丘北学童クラブ ひばりが丘北1-6-8 0424-23-5110 50 60 120%

住吉学童クラブ 住吉町6-1-25 0424-21-3280 50 39

保谷柳沢学童クラブ 住吉町5-2-1 0424-68-8588 40 46 115%

東伏見学童クラブ 東伏見6-1-36 0424-61-7000 40 41 103%

東伏見第二学童クラブ 東伏見6-1-28 0424-51-3775 40 48 120%

　　　　合　　　　計 1180 1392 118%

しょうがい児枠入所数 48

嘱託職員数 77

2004/4/1現在 


